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(57)【要約】
【課題】携帯内視鏡本体から取り外した際に、転がりに
くい携帯型内視鏡のバッテリ型光源装置を提供する。
【解決手段】携帯型内視鏡１は、バッテリと、バッテリ
による電力供給で発光する照明部とを有する光源装置１
０を備える。光源装置１０が脱着可能で、且つ照明部か
らの光を導光して、観察部位に照射し、観察部位に照射
した光の反射光を、接眼レンズを介して観察可能な状態
で導光する携帯内視鏡本体を備える。光源装置１０にお
ける携帯内視鏡本体に取り付けられる際に露出する部分
は、携帯内視鏡本体側の第１端部１０ａと、携帯内視鏡
本体と反対側の第２端部１０ｂと、第１、第２端部の中
間に位置する中間部１０ｃから構成され、第１端部１０
ａの径と、第２端部１０ｂの径が異なる第１形状を有す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリと、前記バッテリによる電力供給で発光する照明部とを有する光源装置と、
　前記光源装置が脱着可能で、且つ前記照明部からの光を導光して、観察部位に照射し、
前記観察部位に照射した光の反射光を、接眼レンズを介して観察可能な状態で導光する携
帯内視鏡本体とを備え、
　前記光源装置における前記携帯内視鏡本体に取り付けられる際に露出する部分は、前記
携帯内視鏡本体側の第１端部と、前記携帯内視鏡本体と反対側の第２端部と、前記第１、
第２端部の中間に位置する中間部から構成され、前記第１端部の径と、前記第２端部の径
が異なる第１形状、又は前記第１、第２端部の径が同じで、前記中間部の径が前記第１、
第２端部の径よりも大きい第２形状を有することを特徴とする携帯型内視鏡。
【請求項２】
　前記第１、第２形状は、１つ又は２つ以上の円錐台形状から構成されることを特徴とす
る請求項１に記載の携帯型内視鏡。
【請求項３】
　バッテリと、
　前記バッテリによる電力供給で発光する照明部とを備え、
　前記照明部からの光を導光して、観察部位に照射し、前記観察部位に照射した光の反射
光を、接眼レンズを介して観察可能な状態で導光する携帯内視鏡本体から脱着可能であり
、
　前記携帯内視鏡本体に取り付けられる際に露出する部分が、前記形態内視鏡本体側の第
１端部と、前記携帯内視鏡本体と反対側の第２端部と、前記第１、第２端部の中間に位置
する中間部から構成され、前記第１端部の径と、前記第２端部の径が異なる第１形状、又
は前記第１、第２端部の径が同じで、前記中間部の径が前記第１、第２端部の径よりも大
きい第２形状を有することを特徴とする携帯型内視鏡の光源装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型内視鏡の光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、バッテリからの電力供給で発光するバッテリ型光源装置と、バッテリ型光源装置
からの光を観察部位に照射し、観察部位からの反射光を観察可能な携帯内視鏡本体とを備
える携帯型内視鏡が提案されている。
【０００３】
　特許文献１は、円筒形状を有し携帯内視鏡本体と着脱可能なバッテリ型光源装置を備え
る携帯型内視鏡を開示する。
【特許文献１】特開２０００－２９２７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の装置は、バッテリ型光源装置は、携帯内視鏡本体から取り外して
、机上などの水平面上に置いた場合に、転がりやすく、机上から転がり落ちて破損するお
それがある。
【０００５】
　したがって本発明の目的は、携帯内視鏡本体から取り外した際に、転がりにくい携帯型
内視鏡のバッテリ型光源装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明に係る携帯型内視鏡は、バッテリと、バッテリによる電力供給で発光する照明部
とを有する光源装置と、光源装置が脱着可能で、且つ照明部からの光を導光して、観察部
位に照射し、観察部位に照射した光の反射光を、接眼レンズを介して観察可能な状態で導
光する携帯内視鏡本体とを備え、光源装置における携帯内視鏡本体に取り付けられる際に
露出する部分は、携帯内視鏡本体側の第１端部と、携帯内視鏡本体と反対側の第２端部と
、第１、第２端部の中間に位置する中間部から構成され、第１端部の径と、第２端部の径
が異なる第１形状、又は第１、第２端部の径が同じで、中間部の径が第１、第２端部の径
よりも大きい第２形状を有する。
【０００７】
　好ましくは、第１、第２形状は、１つ又は２つ以上の円錐台形状から構成される。
【０００８】
　本発明に係る携帯型内視鏡の光源装置は、バッテリと、バッテリによる電力供給で発光
する照明部とを備え、照明部からの光を導光して、観察部位に照射し、観察部位に照射し
た光の反射光を、接眼レンズを介して観察可能な状態で導光する携帯内視鏡本体から脱着
可能であり、携帯内視鏡本体に取り付けられる際に露出する部分が、形態内視鏡本体側の
第１端部と、携帯内視鏡本体と反対側の第２端部と、第１、第２端部の中間に位置する中
間部から構成され、第１端部の径と、第２端部の径が異なる第１形状、又は第１、第２端
部の径が同じで、中間部の径が第１、第２端部の径よりも大きい第２形状を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のように本発明によれば、携帯内視鏡本体から取り外した際に、転がりにくい携帯
型内視鏡のバッテリ型光源装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本実施形態について、図を用いて説明する。本実施形態に係る携帯型内視鏡１は
、光源装置１０と、携帯内視鏡本体として把持部２０と、挿入部３０と、湾曲部４０と、
接眼部５０とを備える（図１参照）。
【００１１】
　光源装置１０は、バッテリを使った電力供給により照明部で発光した光を、把持部２０
、挿入部３０、及び湾曲部４０のライトガイドを介して、湾曲部４０の先端に対向する部
分（観察部位）に供給（照射）する。
【００１２】
　把持部２０は、施術者が手で保持しながら各種操作を行う部分である。挿入部３０は、
患者の体内に挿入される可撓管である。湾曲部４０は、先端が観察部位に対向できるよう
に把持部２０の操作により湾曲可能な形状を有する。挿入部３０、及び湾曲部４０は、光
源装置１０から供給された光を観察部位に導光するライトガイド、及び観察部位の反射光
を導光するイメージガイドとを有する（不図示）。
【００１３】
　接眼部５０は、接眼レンズを有し、湾曲部４０から観察部位に照射された光の反射光が
導光されて得られた被写体像が接眼レンズを介して観察可能である。
【００１４】
　光源装置１０は、把持部２０と脱着可能である。光源装置１０は、バッテリと、バッテ
リの電力供給により発光するランプまたはＬＥＤなどの照明部、バッテリ残量が少なくな
った場合にバッテリ切れの警告表示を行う警告表示部とを有する。
【００１５】
　光源装置１０における把持部２０に取り付けられる際に露出する（把持部２０から突出
し、把持部２０によって隠されない）部分は、把持部２０側の第１端部１０ａ、把持部２
０と反対側の第２端部１０ｂ、第１、第２端部１０ａ、１０ｂの中間に位置する中間部１
０ｃから構成され、第１端部１０ａの径と、第２端部１０ｂの径が異なる第１形状、又は
第１、第２端部１０ａ、１０ｂの径が同じで、中間部１０ｃの径が第１、第２端部１０ａ
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光源装置１０は、取付時に把持部２０によって隠される部分（ネジ切り部分等、不図示）
を有する場合が考えられるが、第１端部１０ａはこの部分を含めない。この隠される部分
は、第１端部１０ａの径よりも小さい。
【００１６】
　第１端部１０ａと第２端部１０ｂをつなぐ壁面部分が、照明部の光軸に対して傾きを有
する形状を有し、光源装置１０は、１つまたは２つ以上の円錐台形状から構成される。
【００１７】
　図１は、第１形状の具体例として、径が第１端部１０ａ、中間部１０ｃ、第２端部１０
ｂの順に小さい１つの円錐台形状で構成される形状を挙げる。
【００１８】
　但し、第１形状の条件としては中間部１０ｃの径はこれに限られない。例えば、中間部
１０ｃの径が小さく、径が下面部分よりも小さい上面部分が中間部１０ｃで接触する２つ
の円錐台形状で構成される形状や、中間部１０ｃの径が大きく、径が上面部分よりも大き
い下面部分が中間部１０ｃで接触する２つの円錐台形状で構成される形状であってもよい
。
【００１９】
　図２は、第２形状の具体例として、径が上面部分よりも大きい下面部分が中間部１０ｃ
で接触する２つの円錐台形状で構成される形状を挙げる。
【００２０】
　中間部１０ｃの径が、第１、第２端部１０ａ、１０ｂの径よりも大きい形状の場合、光
源装置１０の中間部１０ｃに多くの部品を配置することが可能になる。
【００２１】
　本実施形態では、光源装置１０を把持部２０から取り外し、机上などの水平面上に置い
た場合であって水平面上を転がる場合、光源装置１０の外形を構成する円錐台形状部分が
水平面上で円を描いて転がる。そのため、光源装置１０の外形が円柱形状である場合に比
べて、転がりにくく、転がった場合であっても机上からの落下するおそれを少なくするこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態における携帯型内視鏡を示す斜視図で、光源装置が第１形状を有する
場合を示す図である。
【図２】本実施形態における携帯型内視鏡を示す斜視図で、光源装置が第２形状を有する
場合を示す図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１　携帯型内視鏡
　１０　光源装置
　１０ａ、１０ｂ　第１、第２端部
　１０ｃ　中間部
　２０　把持部
　３０　挿入部
　４０　湾曲部
　５０　接眼部
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种用于便携式内窥镜的电池型光源装置，当从便
携式内窥镜的主体上拆下时，该装置几乎不会滚动。解决方案：便携式
内窥镜1具有光源装置10，该光源装置10具有电池和利用从电池供给的电
力发光的照明部件。便携式内窥镜1还具有便携式内窥镜主体，光源装置
10可拆卸地安装在该便携式内窥镜主体上。便携式内窥镜主体引导来自
照明部分的光以照射待观察的区域，并且在可观察的状态下经由目镜透
镜引导施加到待观察区域的光的反射光。当光源装置附接到便携式内窥
镜主体时要被曝光的光源装置10的部分由便携式内窥镜主体侧上的第一
端部10a，与便携式内窥镜主体侧相反侧上的第二端部10b组成。内窥镜
主体侧和位于第一和第二端部之间的中间部分10c。光源装置10的一部分
具有第一形状，第一端部10a的直径与第二端部10b的直径不同。Ž
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